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令和７年 多賀町議会１２月第４回定例会再開会議録 

 

令和７年１２月１９日（金） 午後３時００分開会 

 

◎出席議員（１０名） 

  １番  小 島   櫻 君        ６番  川 岸 真 喜 君 

  ２番  一之瀨 浩 治 君        ７番  富 永   勉 君 

  ３番  大 谷 重 温 君        ８番  山 口 久 男 君 

  ４番                   ９番  神細工 宗 宏 君 

  ５番  木 下 茂 樹 君       １０番  菅 森 照 雄 君 

 

◎欠席議員（０名） 

  な   し 

 

◎説明のために出席した者の職氏名 

  町 長 久 保 久 良 君    福祉保健課長 林   優 子 君 

  教 育 長 青 木 靖 夫 君    産業環境課長 野 村   博 君 

  会 計 管 理 者  岡 田 伊久人 君    地域整備課長 飯 尾 俊 一 君 

  企 画 課 長 藤 本 一 之 君    学校教育課長 伊 東 瑞 江 君 

  総 務 課 長 本 多 正 浩 君    教育総務課長 谷 川 嘉 崇 君 

  税務住民課長 小 菅 俊 二 君    生涯学習課長 竹 田 幸 司 君 

 

◎議会事務局 

  事 務 局 長 大 岡 まゆみ      書    記 西 村 俊 之 

                                        

◎議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  議案第６９号  令和７年度多賀町一般会計補正予算（第４号）につい

て 

               （予算特別委員長報告） 

 日程第３  議案第７０号  令和７年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）について 

               （総務常任委員長報告） 

 日程第４  委員会の閉会中の継続審査について 

 日程第５  議案第７２号  多賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について 
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 日程第６  議案第７３号  多賀町特別職の職員で常勤の者の給与および旅費に関

する条例の一部を改正する条例について 

 日程第７  議案第７４号  令和７年度多賀町一般会計補正予算（第５号）につい

て 

 日程第８  議案第７５号  令和７年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

 日程第９  議案第７６号  令和７年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算（第

４号）について 

 日程第10  議案第７７号  令和７年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第３号）について 

 日程第11  議案第７８号  令和７年度多賀町水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第12  議案第７９号  令和７年度多賀町下水道事業会計補正予算（第１号）

について 

 日程第13  発委第 ５号  多賀町議会基本条例の一部を改正する条例について 

 日程第14  議員派遣の件について 

 日程第15  委員会の閉会中の継続調査について 

       （総務常任委員会） 

       （産業建設常任委員会） 

       （議会広報常任委員会） 

       （議会運営委員会） 

       （議会改革特別委員会） 
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（開会 午後 ３時００分） 

○議長（富永勉君） ただ今から、令和７年１２月第４回多賀町議会定例会を再開いたし

ます。 

                                        

○議長（富永勉君） なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、ご審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

 また、本日の本会議に町長から追加議案８件、議会から委員会提出議案として発委１

件が提出されています。 

 それでは、日程表のとおり、総務常任委員長および予算特別委員長に付託結果の報告

を求め、委員長に対し質疑の後、討論および採決を行います。 

 再開に当たり、町長から挨拶をお願いいたします。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 令和７年１２月第４回多賀町議会定例会の再開に当たり、一言ご

挨拶申し上げます。 

 本日、１２月定例会を再開いたしましたところ、議員の皆様には何かとご多用の中ご

出席賜り、厚く御礼申し上げます。 

 本定例会は１２月２日に開会し、本日までの１８日間には、本会議をはじめ、一般質

問での貴重なご意見や、総務委員会、予算特別委員会では慎重なご審議を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

 本日は最終日ではございますが、追加議案として合わせて８議案を提出させていただ

きました。議員の皆様には、円滑かつ適切なご決議賜りますようよろしくお願いを申し

上げ、議会再開のご挨拶とさせていただきます。 

                                        

（開議 午後 ３時０１分） 

○議長（富永勉君） ただいまの出席議員は全員であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、開会時に指名した議員に欠席がないので、補充指名せず、開会時

の指名議員とします。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第２ 議案第６９号および日程第３ 議案第７０号を一括議題

とし、総務常任委員長、予算特別委員長より付託案件の審査の結果の報告を行います。 

 初めに、総務常任委員長の報告を求めます。 

 ６番、川岸真喜総務常任委員長。 
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〔総務常任委員長 川岸真喜君 登壇〕 

○総務常任委員長（川岸真喜君） 総務常任委員会における付託案件の審査結果を報告い

たします。本会議において当委員会に付託されました案件について、審査の経過と結果

を会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

 付託されました案件は、「議案第７０号 令和７年度多賀町介護保険事業特別会計補

正予算（第３号）」であります。 

 審査の経過について。１２月５日午前９時より役場３階第１委員会室において、委員

全員と町長、総務課長、福祉保健課長、同課長補佐の出席を求め、委員会を開催しまし

た。 

 林福祉保健課長から今回の補正予算の説明がありました。今回の補正予算は既定の歳

入歳出予算にそれぞれ３３８万円を追加し、総額８億９,６４９万円とする。追加の主

な理由は、介護給付費で増加が見込まれることと、システム改修費、その他人件費であ

る。 

 歳入の主なものは、住宅改修など介護給付費の国の負担分が１０万円、県の負担分が

６万円、町の負担分を一般会計から６万円、６５歳以上の１号被保険者の負担分を繰越

金から１２万円、２号被保険者の負担分を支払基金交付金から１４万円、国の調整交付

金から３万円を受け入れる。また、システム改修費には、事業費１１５万円の２分の１

に当たる５８万円を国から補助される。その他、システム改修事業の町負担分などを含

む２３０万円を一般会計から繰り入れる。 

 また、歳出では、給与所得控除の算定に必要なシステム改修委託料に１１５万円、住

宅改修などの介護予防サービスに５０万円、シルバー人材センターに委託している介護

予防教室の送迎に関わる人件費の増加分や、訪問型・通所型サービスの負担金１６８万

円などであるとの説明がありました。 

 次に、質疑応答に入りました。 

 委員から、介護予防教室の送迎に係る人件費はいくらに上がったのかとの問いに対し、

１,０７０円から１,１７１円に上がったとの説明がありました。 

 また、委員から、この件について、県内の最低賃金は現在いくらかとの問いに対し、

１,０８０円であるとの説明がありました。 

 また、委員から、介護予防の住宅改修について、今回のように、予算が足りなくなっ

たら、来年度まで待ってもらわずに、その都度補正予算で対応するのか。またその理由

はとの問いに対し、介護保険の給付の場合は、その都度必要な方に給付しなければなら

ないので、予算が足らないときは、翌年度まで待ってもらうことなく補正予算で対応す

るとの説明がありました。 

 また、委員から、システム改修は、国の負担が２分の１と少ない。町の負担が２分の

１というのは大きいように思う。以前から２分の１補助なのかとの問いに対し、介護保

険に関するシステム改修については、以前から国の補助は２分の１であるとの説明があ
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りました。 

 また、委員から、今回の介護給付費の１号被保険者の負担分に前年度からの繰越金が

使われているが、以前からそうなのかとの問いに対し、６５歳以上の方の保険料をプー

ルして給付に充てているが、会計が黒字の場合など、繰越金として事業に必要な費用に

充てているとの説明がありました。 

 また、委員から、この件について、繰越金ができるということは、集めた保険料が余

っていることになるのかとの問いに対し、保険料を集めたものの、給付に回さず、余っ

てきている。その場合は基金に積み立てているとの説明がありました。 

 以上で質疑応答を終了し、討論はなく、採決の結果、「議案第７０号 令和７年度多

賀町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」は、賛成全員で可決すべきものと決定

しました。 

 以上で総務常任委員会における付託案件の審査結果の報告を終わります。 

○議長（富永勉君） 次に、予算特別委員長の報告を求めます。 

 ８番、山口久男予算特別委員長。 

〔予算特別委員長 山口久男君 登壇〕 

○予算特別委員長（山口久男君） 予算特別委員会に付託されました「議案第６９号 令

和７年度多賀町一般会計補正予算（第４号）について」審査を行いましたので、会議規

則の規定により予算特別委員会報告を行います。 

 １２月９日の午前９時より委員全員と議長、執行者側より町長、教育長、会計管理者、

各担当課長、参事、課長補佐および担当係長等の出席を求め、審査を行いました。 

 各課に関する事項について、予算の説明を受け所管ごとに審査を行いましたので、そ

の経過ならびに結果について報告します。 

 令和７年度多賀町一般会計補正予算（第４号）は、既定の歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ１億１,８２８万２,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ６９億８２１万８,００

０円とするものです。地方債の補正は、多賀小学校校舎改修事業が完了したことにより、

起債限度額を７５０万円減額し、５,０５０万円に借入れ限度額の変更をするものです。 

 次に、歳入の主なものについてです。 

 国庫支出金では、総務費国庫補助金は、自治体情報システムの標準化に係る追加経費

として、デジタル基盤改革支援補助金３,５６０万３,０００円の受入れ、土木費国庫交

付金は、ハザードマップ作成経費として補助率２分の１の４００万円を受け入れるもの

です。県支出金では、教育費県補助金は、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ運営交付金につい

て、事業完了に伴う精算により２８万１,０００円を減額するものです。寄附金では、

ふるさと納税で４,０００万円を追加し、今年度の寄付見込額を３億２,０００万円とす

るものです。繰入金は、多賀小学校のトイレ施設改修工事が完了し、精算の結果、財源

充当していた財政調整基金からの繰入れを２４８万１,０００円減額するものです。繰

越金は、今回の補正財源として４,７９１万７,０００円を充当するものです。町債では、
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７５０万円を減額するものです。 

 次に、歳出についてです。 

 総務費では、一般管理費はふるさと納税寄付額として４,０００万円の増額を見込み、

手数料８万４,０００円と委託料１,９９１万６,０００円、合わせて寄付額の２分の１、

２,０００万円の追加であります。電子計算費、委託料では、自治体情報システムの標

準化の追加費用等合わせて３,４２９万５,０００円、公共交通対策費では、コミュニテ

ィバス運行に係る賃金改善および使用車両の修繕等の支援、運行対策費補助金２３４万

１,０００円です。賦課徴税費では、個人住民税申告に係る電子申告対応のためシステ

ム改修委託料１１０万円、法人町民税の更正申告による過年度還付金２００万円の追加

です。 

 民生費、介護生活支援費では、介護保険特別会計の補正予算に伴う一般会計からの繰

出金２３６万円です。子育て支援対策費では、放課後児童クラブの運営費で送迎委託料

契約額との差額２３３万４,０００円を減額、施設改修費として、防犯カメラの設置費

用１６７万７,０００円です。 

 衛生費、保健事業費では、予防接種委託料は、帯状疱疹予防接種費用について、不足

額３２０万７,０００円の追加です。 

 農業水産業費、土地改良事業対策費では、前野池擁壁改修工事に係る追加分として２

５０万円、芹川沿岸土地改良区の管理施設における修繕補助として、県補助残の３０％、

１６７万１,０００円です。次に、間伐実施事業では、間伐材有効活用事業補助金とし

て、林業団体が実施する間伐面積が増加見込みのため８０万４,０００円の追加です。 

 商工費、商工振興費では、住宅リフォーム促進事業補助金で、年度末までの利用見込

みからの６０万円の追加です。 

 消防費、消防施設費では、各集落の消防施設整備・充実を図るため、交付している補

助金について５３万３,０００円の追加、災害対策費では、滋賀県と連携して災害ハザ

ードマップを効果的、効率的に作成するための委託料８００万円です。 

 教育費、小学校費では、多賀小学校、大滝小学校とも消防施設の修繕料として１１３

万４,０００円、物価高騰による給食・食材対応として賄材料費４１９万５,０００円、

施設維持補修工事費として、多賀小学校の校舎雨漏り修繕工事１,５４０万円です。多

賀小学校のトイレ改修工事は完了し、施設改修工事費１,０６９万１,０００円を減額す

るものです。中学校費では、消防施設の修繕料として３５万７,０００円、物価高騰に

よる給食・食材対応として賄材料費７３万４,０００円です。保健体育費では、国スポ

負担金１０１万８,０００円の減額、あけぼの多賀管理費では、館内の液晶プロジェク

ターが故障したため、更新費用として備品購入費７５万１,０００円です。 

 諸支出金では、ふるさと納税増額分４,０００万円の２分の１、２,０００万円を多賀

町まちづくり基金に積み立て、来年度の財源として確保するものです。 

 以上が今回提案された主な補正予算の概要であります。 
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 以下、質疑の主なものを申し上げます。 

 総務課所管についてです。消防設備費に関する質疑に対し、消火栓や各地域の防災備

品については、補助金を出す案内はしています。昨年度と今年度は消火栓の点検をし、

老朽化でホースの損傷や設備が全部そろっていないケースもあることから、補助率を上

げて重点的に支援をさせていただくということで周知しております。今年度が２年目の

最終年のため、区長会において改めて消火栓の修繕については補助率を上げると同時に

上限も撤廃していることの周知をしたところ、要望が上がってきましたので、その部分

について、不足を今回の補正予算で計上させていただきましたとの答弁がありました。 

 次に、ハザードマップ作成委託料８００万円の費用は、委託してデータを集めるだけ

なのか、集落に配布するところまでの事業なのか。また、業者の選定はどうなのかとの

質疑に対し、ハザードマップ３,８００部の作成を見込んだものです。地震の情報と土

砂の情報がいつ県から頂けるのかが今のところ流動的な状況ですので、令和８年度中に

つくったデータを用いて、令和９年度に印刷業務だけ分けて行うということも考えてお

ります。今、県からは情報はまだ頂けてないので、今は流動的な状況です。各近隣市町

とも情報交換しながら検討を進めております。８００万円の補正予算については、３,

８００部を印刷して配布するもので、委託業者は一般競争入札を考えておりますとの答

弁がありました。 

 次に、企画課所管についてです。電算構築委託料の３,３００万円の内訳はどうかと

の質疑に対し、移行した標準準拠システムと、移行が遅れている業務を４月以降の連携

を構築させるための費用と、移行が完了した業務と６町クラウドの連携を構築させるた

めの費用などになりますとの答弁がありました。 

 コミュニティバスの運行対策補助金について、運転手の賃金だけではなく、バスの修

理も全て多賀町が費用負担するのかとの質疑に対し、バスの修繕に係る費用もこの補助

金の中に入っております。今年度修繕したバスの台数は、甲良線で１台、多賀線で４台

の修繕をしております。修繕に係る費用について、物価高騰の影響を受け修理費用が上

がっており、今回の補正で対応させていただきたいと考えております。費用負担につい

て、複数市町にまたがる路線については、距離等で按分し、多賀町負担分として予算計

上したものですとの答弁がありました。 

 次に、税務住民課所管についてです。システム改修委託料１１０万円の財源はについ

ての質疑に対し、税のシステム改修については、基本的には各市町対応であり、補助が

ない場合が多くあります。今回も一般財源で対応しますとの答弁がありました。 

 次に、福祉保健課所管についてです。帯状疱疹接種費用について、不活化ワクチン４

４人、生ワクチンが１０人は当初の予算なのか今回の補正の対象なのかとの質疑に対し、

不活化ワクチン４４人、生ワクチンが１０人は１０月から３月までの接種見込み人数で

す。今回の帯状疱疹接種費用の補正については、当初予算では１か月分、３０万円程度

しか見込んでおりませんでしたので、１年間の費用を見込んだ分から１か月を差し引き、
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その費用をまず出して、あと乳幼児の予防接種についても、出生数が少なくなっており

ますので、若干、乳幼児予防接種の部分で余りが出ており、帯状疱疹の不足の部分に充

てられる部分が出てきております。それを帯状疱疹接種費用の不足分に充当させ、予防

接種委託料全体として今回３０２万７,０００円の補正となりますとの答弁がありまし

た。 

 次に、ワクチンの費用負担割合はどうかとの質疑に対し、帯状疱疹について、個人負

担は単価の３割で、残り７割を町負担と設定しておりますとの答弁がありました。 

 次に、訪問入浴サービスについての質疑に対し、訪問入浴は、バスタブごと持ち込み、

利用者宅の水を利用させていただいてサービスを提供するものです。看護師を含む３名

体制であり、時間は１件当たり約４５分以内に全てを完了することになっていますとの

答弁がありました。 

 帯状疱疹ワクチンについて、３割が個人負担、７割が町負担とのことであるが、定期

接種の場合、国の交付金はどうかとの質疑に対し、財源としては今年度の普通交付税の

中の算入経費に含んでいます。定期接種含め予防接種について、今回の補正予算を含め

ると３,６００万円程度になります。帯状疱疹を含め定期接種については、３割程度国

の普通交付税の基準財政需要額に入り、定期接種については３割程度財源措置がされて

います。県の補助はありませんとの答弁がありました。 

 次に、産業環境課についてです。前野池の土地改良事業対策費について、今年度６月

議会で５４４万円の補正予算と、今回さらに２５０万円の補正予算の計上となっている

が、６月の補正で対処できなかったのかとの質疑に対し、６月の段階で補正させていた

だいている５４０万円のうち２３３万円を追加させていただきました。今回の補正の内

容について、甘土等の移動であり、その時点では必要性に気づいておりませんでした。

現場で今回仮設道路を造るに当たり、田んぼの中に仮設道路を設置することになり、そ

のときに甘土の撤去、復旧の必要が発覚し、後の設計変更となったことによるものです

との答弁がありました。 

 土田区の県小規模土地改良事業補助金について、隣接する民家の陥没等々の被害はな

かったのかとの質疑に対し、当家の方からもご相談を受けておりますが、県の事業であ

ります。県がその影響を調査するように指示をされていますとの答弁がありました。 

 次に、教育委員会所管についてです。あけぼのパーク管理費の備品購入費について、

プロジェクターは何年前のもので、どの程度使用されているのか。以前の購入先はどこ

で、次の業者の選定の方法はどうかとの質疑に対し、あけぼのパークのプロジェクター

は、平成２３年に開催されました星空の街・あおぞらの街の際に購入し、設置後１４年

程度経過しております。現在、毎月映画会で使用しております。その他の事業も合わせ

て年間２０回程度使用しております。経年劣化で画面の色が変色しておりますので、早

急に更新をしたいと考えております。前回の購入先については、今把握できておりませ

んが、今回の購入については見積り入札でお願いするつもりであり、複数の事業者から



－９－ 

見積り、契約したいと考えておりますとの答弁がありました。 

 多賀小学校の施設維持補修工事費１,５４０万円についての内容についての質疑に対

し、多賀小南校舎の雨漏りがあり、工事内容は防水シートの全面張り替え工事であり、

張り替え防水シートの面積は６６０㎡になります。基本的には一般競争入札等になると

思いますとの答弁がありました。 

 小学校・中学校費の給食賄い材料費の保護者負担についての質疑に対し、公費負担で

あり、保護者負担は求めない考えですとの答弁がありました。 

 あけぼのパークの独自のホームページを多賀町のホームページに組み込む予算につい

て、これまでの経緯はどうかとの質疑に対し、あけぼのパークのホームページは多数の

画像を掲載しており情報量が多いため、個別のサーバーで独自に運用していたが、多賀

町と同じサーバー使用が可能になり、効率化の観点から町のホームページに統合しまし

たとの答弁がありました。 

 以上、全ての質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、「議案第６９号 令和７年度

多賀町一般会計補正予算（第４号）について」、全員賛成で原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 以上で、予算特別委員会に付託されました審査結果の報告を終わります。 

○議長（富永勉君） 以上で、総務常任委員長報告、予算特別委員長報告を終わります。 

 これより、総務常任委員長、予算特別委員長に対する質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 日程第２ 「議案第６９号 令和７年度多賀町一般会計補正予算（第４号）につい

て」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する予算特別委員長の報告は可決です。議案第６９号は、予算特別委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） 着席ください。起立全員であります。よって、議案第６９号は予算

特別委員長の報告のとおり可決されました。 

 日程第３ 「議案第７０号 令和７年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 本案に対する総務常任委員長の報告は可決です。議案第７０号は、総務常任委員長の
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報告のとおり決定することに賛成の方はご起立をお願いします。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） 着席ください。起立全員であります。よって、議案第７０号は総務

常任委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第４ 「委員会の閉会中の継続審査について」を議題とします。 

 総務常任委員長から、委員会において審議中の議案第６５号については、会議規則第

７５条の規定によって、お手元に配布しました申出書のとおり、閉会中の審議の申出が

あります。 

 お諮りいたします。総務常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申出のとおり、閉会中の審査を行うことに決定をいたしました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第５ 「議案第７２号 多賀町職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第７２号 多賀町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例」」につきまして、ご説明いたします。 

 追加議案書１ページをお願いいたします。 

 今回の改正は、本年８月の国の人事院勧告に基づき、国家公務員の給与および期末・

勤勉手当等が改定されたことにより、多賀町職員の給与について、国に準じ改正を行な

うものでございます。 

 改正のポイントとしましては、民間給与との格差を解消するため、全ての階層におい

て給与月額の引上げを行うとともに、併せて期末・勤勉手当の改正を行うものでござい

ます。 

 また、通勤手当、宿日直手当につきましても、国に準じ見直しを図るものでございま

す。 

 まず、通勤手当の規定であります第１５条第２項第２号の改正におきましては、通勤

距離ごとの支給額について、通勤距離１０㎞以上につきまして、５㎞ごとに見直しをす

るものでございます。１０㎞から１５㎞について規定している第２号ウ中７,１００円

については７,３００円に、１５㎞から２０㎞について規定している同号エ中１万円に

ついては１万４００円に、議案書に記載のとおり、同号ス中の６０㎞から６５㎞まで、
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それぞれ５㎞刻みで規定している１１区分について、改定をさせていただくものでござ

います。 

 次に、宿日直手当の規定であります第２１条第１項につきましては、宿日直勤務１回

につき、従前の４,４００円から４,７００円に引き上げ、その他、国基準に基づき、そ

れぞれ６,６００円を７,０５０円、２万２,０００円を２万３,５００円に改めるもので

ございます。 

 次に、期末手当の規定であります第２２条第２項中、現在の支給割合である１００分

の１２５を１００分の１２７.５に、１００分の２.５引き上げ、また同条第３項中、こ

れは定年前再任用短時間勤務職員の額を規定する条項でございますが、第２項と同様の

改正を行い、１００分の７０につきましては１００の７２.５に、１００分の２.５引き

上げるものでございます。 

 次に、勤勉手当の規定でございますが、第２３条第２項第１号で、現在の１００分の

１０５を１００分の１０７.５に、１００分の２.５引き上げ、同項第２号において、定

年前再任用短時間勤務職員につきましては、１００分の５０を１００分の５２.５に、

１００分の２.５引き上げるものでございます。 

 次に、条例第３条で規定する行政職の給料表につきましては、議案書１ページから５

ページのとおり国に準じ改定するものです。なお、大卒初任給となります１級２５号給

は月額２３万２,０００円となり、１万２,０００円の引上げとなっております。 

 次に、議案書５ページの第２条では、令和８年度以降において、６月および１２月に

支給する期末・勤勉手当の割合が均等となるよう改めるもので、条例第２２条中の期末

手当について、１００分の１２７.５を１００分の１２６.２５に、１００分の７２.５

を１００分の７１.２５にそれぞれ改めるものです。 

 また、条例第２３条中の勤勉手当についても、同様の考え方で１００分の１０７.５

を１００分の１０６.２５に、１００分の５２.５を１００分の５１.２５にそれぞれ改

めるものでございます。 

 付則として、第１項、この条例は公布の日から施行するものとし、第２条の規定は令

和８年４月１日から適用するものです。 

 第２項では、第１条の規定につきましては、第２２条、第２３条の改正を除き、令和

７年４月１日から適用するものとし、第３項では、第２２条、第２３条の改正について、

令和７年１２月１日から適用するものです。 

 第４項では、改正前の規定により支給された給与は、改正後の給与の内払いとみなす

こととし、６ページ、第５項、条例の施行に関して必要な事項を規則で定めることとし

ております。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第７２号 多賀町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」は、

原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） 着席ください。起立全員であります。よって、議案第７２号は原案

のとおり可決されました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第６ 「議案第７３号 多賀町特別職の職員で常勤の者の給与

および旅費に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第７３号 多賀町特別職の職員で常勤の者の給与およ

び旅費に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書７ページをお願いいたします。 

 本改正につきましては、議案第７２号と同様に、国の人事院勧告に伴い、特別職の期

末手当の額の改定が行われたことにより条例の改正を行うものです。 

 第１条、第２条ともに、議案第７２号の改正に合わせた支給率の改正を行うほか、第

１条では、期末手当の額を１００分の１７２.５から１００分の１７７.５に、１００分

の５引き上げるものでございます。 

 第２条では、令和８年度以降において、６月および１２月に支給する期末手当の割合

を均等となるよう改めるもので、１００分の１７７.５を１００分の１７５に改めるも

のです。 

 付則として、第１項、この条例は公布の日から施行するものとし、第２条につきまし

ては、令和８年４月１日から適用するものでございます。 

 第２項では、第１条の改正につきましては、令和７年１２月１日から適用とするもの

です。 

 第３項では、改正前の規定により支給された給与は、改正後の給与の内払いとみなす

こととするものです。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 
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○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第７３号 多賀町特別職の職員で常勤の者の給与および旅費に関する条例の一

部を改正する条例について」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願いま

す。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） 着席ください。起立全員であります。よって、議案第７３号は原案

のとおり可決されました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第７ 「議案第７４号 令和７年度多賀町一般会計補正予算

（第５号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第７４号 令和７年度多賀町一般会計補正予算（第５

号）」につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書９ページをお願いいたします。 

 今回お願いいたします補正予算は、本年８月の国人事院勧告および国家公務員の給与

関連法の改正、議案第７２号、第７３号の条例改正に基づき、特別職、職員、会計年度

任用職員の給料、期末・勤勉手当を算定し、予算の過不足を調製したものでございます。 

 第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３,９８２万２,０００

円を追加し、歳入歳出それぞれ６９億４,８０４万円とするものです。 

 それでは、１５ページ、歳入をご説明申し上げます。 

 ５０款１０項国庫補助金、個人番号カードの交付事務費補助金５０万２,０００円に

つきましては、当該事務に当たる会計年度任用職員の人件費引上げ分に充当するものと

して受け入れるものでございます。 

 ７５款繰越金は、今回の補正財源として３,９３２万円を充当するものです。 

 次に歳出でございます。 

 １６ページから３９ページでございますが、５款議会費から４５款教育費まで、特別

職および各所管に所属する職員、会計年度任用職員の人件費について、国人事院勧告に

基づき算出し、過不足を調製させていただいております。 



－１４－ 

 なお、２２ページ、１５款民生費、１５目保育所費、３１ページ、４５款教育費、１

０目事務局費におきましては、人事異動により不用となった額があり、それぞれ減額補

正させていただいております。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第７４号 令和７年度多賀町一般会計補正予算（第５号）について」は、原案

のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） 着席ください。起立全員であります。よって、議案第７４号は原案

のとおり可決されました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第８ 「議案第７５号 令和７年度多賀町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「議案第７５号 令和７年度多賀町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）」につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書の４１ページをお願いいたします。 

 今回お願いします補正は、本年８月の人事院勧告を受けての議案第７２号の多賀町職

員の給与に関する条例の改正に基づいて算出されます職員の給与改正による補正をお願

いするものでございます。 

 第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ４８万２,

０００円を追加し、歳入歳出それぞれ９億１,１４５万２,０００円とするものでござい

ます。 

 議案書の４６ページをお願いいたします。 

 歳入について、事項別明細書でご説明申し上げます。 

 ４０款５項５目の一般会計繰入金は、事務費繰入金として４８万２,０００円を受け

入れるものです。 



－１５－ 

 議案書の４７ページをお願いいたします。 

 歳出についてご説明いたします。 

 ５款５項５目の一般管理費は、一般管理事業で計上しております職員の給与改正とし

て給料２６万６,０００円、職員手当等１４万９,０００円、共済費６万７,０００円の

計４８万２,０００円の補正をお願いするものです。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第７５号 令和７年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） 着席ください。起立全員であります。よって、議案第７５号は原案

のとおり可決されました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第９ 「議案第７６号 令和７年度多賀町介護保険事業特別会

計補正予算（第４号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 「議案第７６号 令和７年度多賀町介護保険事業特別会計

補正予算（第４号）について」、ご説明申し上げます。 

 議案書の４９ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、人事院勧告を受けての議案第７２号の多賀町職員の給与に関する条例

の改正に基づいて算出されます職員と会計年度任用職員の給与等について増額補正をお

願いするものでございます。 

 第１条のとおり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５０万５,０００

円を追加し、歳入歳出それぞれ８億９,７９９万２,０００円とするものでございます。 

 それでは、事項別明細書により、５４ページの歳入からご説明させていただきます。 

 ３０款繰入金、５項１０目その他一般会計繰入金は、職員および会計年度職員につい

ての給与制度改正により調整し、増額となった１５０万５,０００円を事務費繰入金と

して一般会計から受け入れるものでございます。 



－１６－ 

 続きまして、５５ページの歳出に移らせていただきます。 

 ５款総務費、５項５目一般管理費につきましては、会計年度任用職員の報酬、職員給

料および各手当と共済費の合計２６万１,０００円の増額補正をお願いするものです。 

 １７款地域支援事業費の地域包括支援センター運営費におきましては、会計年度任用

職員の報酬と職員給料および各手当、共済費、合わせまして１１２万円を増額、５６ペ

ージの４５目認知症総合支援事業費では、認知症地域支援推進員である会計年度任用職

員の報酬と各手当を合わせて１２万４,０００円の増額となり、地域支援事業費として、

合計１２４万４,０００円の増額補正をお願いするものです。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第７６号 令和７年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

て」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） 着席ください。起立全員であります。よって、議案第７６号は原案

のとおり可決されました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第１０ 「議案第７７号 令和７年度多賀町後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第３号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「議案第７７号 令和７年度多賀町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第３号）」につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書の５７ページをお願いいたします。 

 今回お願いします補正は、本年の人事院勧告を受けての議案第７２号の多賀町職員の

給与に関する条例の改正に基づいて計算されます職員の給与改正による補正をお願いす

るものでございます。 

 第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ２５万１,

０００円を追加し、歳入歳出それぞれ１億４,９６８万７,０００円とするものでござい

ます。 



－１７－ 

 議案書の６２ページをお願いいたします。 

 歳入について、事項別明細書でご説明申し上げます。 

 １５款５項５目の事務費繰入金は、人件費繰入金として２５万１,０００円を受け入

れるものです。 

 議案書の６３ページをお願いします。 

 歳出についてご説明申し上げます。 

 ５款５項５目の一般管理費は、一般管理事業で計上しております職員の給与改正とし

まして、給料１４万４,０００円、職員手当等７万２,０００円、共済費３万５,０００

円の計２５万１,０００円の補正をお願いするものです。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第７７号 令和７年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）

について」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） 着席ください。起立全員であります。よって、議案第７７号は原案

のとおり可決されました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第１１ 「議案第７８号 令和７年度多賀町水道事業会計補正

予算（第２号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 「議案第７８号 令和７年度多賀町水道事業会計補正予

算（第２号）について」、ご説明申し上げます。 

 議案書の６５ページをお願いいたします。 

 今回お願いします補正予算は、国の人事院勧告遡及適用に伴い、既決予算を精査しま

した結果、職員給料などの補正をお願いするものでございます。 

 第３条記載の収益的支出の補正につきましては、第１款第１項営業費用を１２２万６,

０００円増額し、収益的支出総額を３億３,２３９万３,０００円とするものでございま

す。 



－１８－ 

 それでは、補正予算説明書にてご説明申し上げます。 

 ６７ページをお願いします。 

 収益的支出では、１款水道事業費用、１項４目総係費では、１節給料２６万７,００

０円、２節手当５５万８,０００円、５節報酬２８万８,０００円、６節法定福利費１１

万３,０００円の計１２２万６,０００円の増額補正をお願いするものでございます。 

 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第７８号 令和７年度多賀町水道事業会計補正予算（第２号）について」は、

原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） 着席ください。起立全員であります。よって、議案第７８号は原案

のとおり可決されました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第１２ 「議案第７９号 令和７年度多賀町下水道事業会計補

正予算（第１号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 「議案第７９号 令和７年度多賀町下水道事業会計補正

予算（第１号）について」、ご説明申し上げます。 

 議案書の６９ページをお願いいたします。 

 今回お願いします補正予算は、国の人事院勧告遡及適用および人事異動により、既決

予算を精査しました結果、職員給料などの補正をお願いするものでございます。 

 第３条記載の収益的支出の補正につきましては、第１款第１項営業費用を４７０万７,

０００円減額し、収益的支出総額を５億３,４１６万円とするものでございます。 

 それでは、補正予算説明書にてご説明申し上げます。 

 ７１ページをお願いします。 

 収益的支出では、１款下水道事業費用、１項３目総係費では、１節給料２５７万４,

０００円、２節手当６１万８,０００円、３節賞与引当金繰入額３２万１,０００円、６



－１９－ 

節法定福利費１１３万２,０００円、７節法定福利費引当金繰入額６万２,０００円の計

４７０万７,０００円の減額補正をお願いするものでございます。 

 以上、説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第７９号 令和７年度多賀町下水道事業会計補正予算（第１号）について」は、

原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） 着席ください。起立全員であります。よって、議案第７９号は原案

のとおり可決されました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第１３ 「発委第５号 多賀町議会基本条例の一部を改正する

条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 神細工宗宏議会改革特別委員長。 

〔議会改革特別委員長 神細工宗宏君 登壇〕 

○議会改革特別委員長（神細工宗宏君） ９番、議会改革特別委員長の神細工です。「発

委第５号 多賀町議会基本条例の一部を改正する条例について」、提案理由を説明いた

します。 

 今回の条例改正は、議員のハラスメントに対する意識を強化することを目的に、議会

および議員のハラスメント防止に関わる規定を基本条例に追記するため、所要の改正を

行うほか、文言の修正等を行うものであります。 

 改正内容といたしましては、目次中「（第１３条・第１４条）」を「（第１３条から第

１４条）」に改め、第１３条の次に、次の１条を加える。「（ハラスメントの防止）。第

１３条の２ 議会および議員は、ハラスメント（社会通念上必要かつ相当な範囲を超え

た言動により、個人の尊厳を害し、相手に精神的もしくは身体的な苦痛または不利益を

与え、相手の職務環境または生活環境を害する行為をいう。以下この条において同

じ。）が個人の尊厳を不当に害し、人権侵害に当たることを認識し、議員によるハラス

メントの防止および議員に対するハラスメントの防止に努めなければならない。」以上

であります。 



－２０－ 

 また、第５条では、（町長等）についての説明を「町長および担当職員」から「町長

その他の執行機関」に改め、第３項では、「町長は」を「町長等は」に改め、反問権を

付与する範囲を明確にすることなど、文言の修正を行うものです。 

 なお、付則として、公布の日から施行することとしています。 

 我々議員は、住民の皆様から負託を受けて、公的権限を持つ立場であり、議会に対す

る信頼を損ねることのないよう、公正誠実な活動を行うといった姿勢を明確に示す必要

があります。議会への信頼を高めるため、本条例の改正を行いたく、本議案を提出いた

します。 

 以上、議員各位のご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（富永勉君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「発委第５号 多賀町議会基本条例の一部を改正する条例について」は、原案のとお

り決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（富永勉君） 着席ください。起立全員であります。よって、発委第５号は、原案

のとおり可決されました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第１４ 「議員派遣の件について」を議題とします。 

 本案は、会議規則第１２８条の規定により、お手元に配布しておりますとおり議員を

派遣することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 異議なしと認めます。 

 よって、議員派遣の件については、お手元に配布のとおり派遣することに決定をいた

しました。 

                                        

○議長（富永勉君） 日程第１５ 「委員会の閉会中の継続調査について」を議題としま

す。 

 本案は、総務常任委員会、産業建設常任委員会、議会広報常任委員会および議会運営

委員会ならびに議会改革特別委員会の各委員長から、会議規則第７５条の規定によって、

お手元に配布しました所管事務調査事項について、閉会中の継続調査の申出があります。 
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 お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 異議なしと認めます。 

 よって、委員長からの申出のとおり、閉会中の所管事務調査を行うことに決定をいた

しました。 

 お諮りします。これまで議決されました議案について、その字句、数字その他の整理

を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（富永勉君） 異議なしと認めます。 

 よって、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定をいたしました。 

 以上で、本日の議事日程および本定例会に付されました案件は全て終了しました。 

 去る１２月２日開会、本日までの１８日間の会期にわたり、終始熱心にご審議、ご審

査賜り、また、議会の運営に関しましても格別のご協力を頂き、誠にありがとうござい

ました。 

 これをもって令和７年１２月第４回多賀町議会定例会を閉会します。 

（午後 ４時１２分 閉会） 
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